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議事 

日程 
議件番号 議     件    名 審議結果 

日程 

第１ 
 

議事録署名委員の指名 

（ １番 中 川  ・ ５番 田 頭 ） 
決  定 

日程 

第２ 
 

会期の決定 

（６月３０日から ６月３０日までの１日間） 
決  定 

日程 

第３ 
 諸般の報告 報告済み 

日程 

第４ 
報告第１号 令和５年６月１５日付け教育委員会事務局職員の人事について 報告済み 

日程 

第５ 
報告第２号 豊頃町立学校の夏季休業期間中における学校閉庁日の設定について 報告済み 

日程 

第６ 
報告第３号 姉妹都市交流事業派遣児童の決定について 報告済み 

日程 

第７ 
報告第４号 特別支援教育就学奨励費援助の認定について 報告済み 
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令和５年第６回定例教育委員会議議事録 

中川教育長 挨拶 

ただいまから、第６回定例教育委員会議を開催いたします。 

日程第１「議事録署名委員の指名」であります。  

１番 中川、５番 田頭委員、よろしくお願いいたします。 

日程第２「会期の決定」です。 

「６月３０日」本日１日といたしたいと思います。ご意見ありませんか。 

各委員 なし。 

中川教育長 では、本日１日限りとさせていただきます。 

日程第３「諸般の報告」を行います。 

佐藤係長 「総務係、学校教育係、社会教育係、体育振興係、図書館、給食センター、 

える夢館ギャラリー」について、別紙により主な行事等について報告する。 

中川教育長 諸般の報告について何かご質問・ご意見等はございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 それでは、諸般の報告については報告済みとさせていただきます。 

日程第４ 報告第１号「令和５年６月１５日付け教育委員会事務局職員の人事について」

を議題とします。 

事務局から報告をします。 

森課長 報告第１号を報告する。 

６月１５日付けで教育委員会事務局職員 専門員 須藤裕子の 教育課勤務を命ずる辞

令発令を行いましたので、ご報告申し上げます。 

中川教育長 報告第１号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第５ 報告第２号「豊頃町立学校の夏季休業期間中における学校閉庁日の設定につ

いて」を議題とします。 

事務局から報告をします。 

森課長 報告第２号を報告する。 

「豊頃町立学校における教職員の働き方改革推進プラン」に基づき、本年度は、８月１

０日（木）、１４日（月）、１５日（火）の３日を閉庁日として実施しようとするもので

す。 

なお、１１日（金）は「山の日」の祝日、１２日と１３日は土曜日、日曜日に当たるた

め、町内３校とも同じ日程で６日間の閉庁日となります。 

以上 報告します。 

中川教育長 報告第２号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 
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各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第６ 報告第３号「姉妹都市交流事業派遣児童の決定について」を議題とします。 

事務局から報告をします。 

森課長 報告第３号を報告する。 

令和５年度 姉妹都市交流事業派遣児童につきまして、２ページのとおり、滑川市への

少年親善使節団派遣児童及び引率者を決定しましたので、報告いたします。 

なお、３ページの実施要項に定めている派遣児童数は１８人としており、今回は１８人

の児童について学校長から推薦をいただき全員を派遣することとなります。 

行程は、４ページのとおり７月２９日から８月１日までの３泊４日となります。 

以上、報告いたします。 

中川教育長 報告第３号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 

中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

日程第７ 報告第４号「特別支援教育就学奨励費援助の認定について」を議題とします。 

事務局から報告をします。 

森課長 報告第４号を報告する。 

特別支援学級に就学する児童・生徒の保護者から認定申請があり、提出された収入額・

需要額調書に基づき算定した結果、特別支援学校への就学奨励に関する法律及び同法施行

令に準じ、特別支援学級に在籍する児童生徒で基準に該当する者について、６ページ一覧

のとおり認定しましたので報告します。 

支弁基準につきましては７ページをご覧ください。特別支援学校への就学奨励に関する

法律施行令 第2条第1項及び第2項の奨励費補助基準需要額の２．５倍未満については、

同法施行令第1条に示されている学校給食費や修学旅行費、通学や帰省に関する交通費及

びその付添人に要する交通費、学用品の購入費などについて支弁されることになり、６ペ

ージ一覧表の一番右の項目「負担区分」で「Ⅰ」及び「Ⅱ」と記載されている１２名の方

が対象になります。 

また、第２条第３項の需要額２．５倍以上に該当する者については、一覧表の項目「負

担区分」に「Ⅲ」と記載されている申請番号１番と３番の２名の方が該当となります。「Ⅲ」

については、通学や帰省に関する交通費及びその付添人に要する交通費のみが支弁対象と

なっておりますが、「Ⅲ」に該当する２名については、支弁対象となる要件がないものと

思われますので、実質、支給経費がないことになります。 

以上、ご報告いたします。 

中川教育長 報告第４号について事務局の説明を終わります。 

本件につきまして、ご質問・ご意見等ございますか。 

各委員 なし。 
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中川教育長 本件につきましては、報告済みとさせていただきます。 

続いて、その他の当面する日程について説明お願いします。 

森課長 １ 当面する日程 

・７月２０日（木）～２１日（金）  北海道市町村教育委員研修会（札幌市） 

・７月２９日（土）～８月１日（火）姉妹都市少年親善使節団派遣事業（滑川市） 

・８月 ４日（金）～ ６日（日）  姉妹都市少年親善使節団受入事業（相馬市） 

 

２ 第１学期終業式 

７月２１日（金）  豊頃中学校 

７月２４日（月） 豊頃小学校、大津小学校 

 ＜夏季休業＞  

 ７月２２日（土）～８月１７日（木） 豊頃中学校 

 ７月２５日（火）～８月１７日（木） 豊頃小学校、大津小学校 

   

３ 次回委員会開催日時  ７月２５日（火）１４：００～ 

中川教育長 これを持ちまして、令和５年第６回定例教育委員会議を閉会します。 

 


